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事　務　執　行　概　要
公共建築室においては、大阪府が所有する建物を良好に維持し、府民の皆様に安心して利用していただくよう、老朽化した建物の建て替えや耐震改修、省エネルギー、アスベスト対策などの設計・工事等を行うとともに、公共建築に関する企画事業の適正な事務処理に努めた。
予算執行
　予算の執行にあたっては、地方自治法及び大阪府財務規則その他関係法令を遵守し、行政効果の向上に常に留意しつつ、下記のとおり適正かつ効率的な予算執行に努めた。

(ｱ)　歳　　　　入

　　当該年度の歳入額は、一般会計234万9,650円であり、その内容は次のとおりである。

一般会計

	科　　目
	収　入　済　額
	収入比率
	備　　　　　考

	受託事業収入
	円

2,348,600
	％

99.9　
　
	・大阪府中央卸売市場における営繕工事の設計等に伴う受託事業費

	雑　　　入
	1,050
	　　　0.1　
	・行政文書複写費用　

	合計
	2,349,650
	
	


 (ｲ)　歳　　　　出

　　 当該年度の歳出額は、一般会計4億4,174万7,077円あり、その内容は次のとおりである。

一般会計

	科　　目
	執　行　済　額
	執行比率
	備　　　　　考

	公共建築費
	円
441,747,077

	％
100　
	府有建築物の営繕工事の設計、工事監理等に係る委託料等

	合　　　　計
	441,747,077

	
	


計　画　課

(1)　管理グループ
１．連絡調整業務

室内業務を円滑に推進するため、室内各課及び関係課との連絡調整を密にし、所管業務の適正な執行に努めた。

２．人事管理、職員の衛生管理、予算執行管理、一般庶務業務等

（１）人事管理業務

服務規律の厳正を期し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を遂行するとともに、職場の事務処理能率の向上に努めた。
（２）職員の衛生管理

常に職場環境の整備完全を図り、室員の健康維持と疾病予防に努めた。
（３）予算執行管理業務

予算の執行に当たっては、室内各課及び関係課と連絡調整のうえ、執行状況の把握及び適正かつ効率的な予算執行に努めた。

３．受託事業　　　　

　　大阪府中央卸売市場と業務委託協定を締結し、施設整備に伴う工事監理委託費等を受託事業収入として受け入れた。
　機関別受託事業収入   　　　　　　　　　　　　　

	年度　

項目
	令和4年度
	令和5年度
	令和6年度

	大阪府中央卸売市場
	2,914,774円
	963,500円
	2,348,600円


(2)　推進グループ
営繕業務の円滑な執行を図るため、営繕工事等に関する総括調整、要綱要領・技術基準及び技術資料等の整備を行うとともに、対外的業務を通じて、営繕行政の向上、推進に努めた。

１．入札契約制度に係る要綱要領等の整備

　　事業者の選定にあたり、公平性、透明性及び競争性を確保するため、関係部局と協議、調整のうえ、要綱要領等の改定等を行った。

　

　<工事関係>

　　・令和７年度大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室建設工事総合評価落札方式取組方針

・大阪府都市整備部住宅建築局建設工事条件付一般競争入札実施細則（令和７年度）

　<委託関係>

・令和７年度大阪府都市整備部住宅建築局建築設備設計業務入札参加資格者の区分基準

・大阪府都市整備部住宅建築局測量・建設コンサルタント等条件付一般競争入札実施細則（令和７年度）
２．技術基準等の整備

営繕工事の質の向上と適正かつ効果的な執行を図るため、室内各課及び関係各課と協議の上、各種技術基準等の調査検討を行った。

また、公共建築室内部での技術基準等の改善、統一を図るため、技術検討会等の事務局として、その推進、調整及び成果の取りまとめを行った。

参考：令和６年度 技術検討会 検討テーマ

1 ＣＡＬＳ導入の活用検討
2 公共建築年報の作成
3 委託料算定基準の改定
4 グリーン調達方針への対応について

３．入札、契約の適正化

　　　　　　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定に基づき、発注予定工事（250万円超）及び発注予定委託（100万円超）を公表した。

・4月（4月1日以降の発注予定）、8月（8月1日以降の発注予定）、11月（11月1日以降の発注予定）、1月（1月1日以降の発注予定）の4回、プレス提供を含め、本府ホームページにおいて公表した。

・さらに、上記定期公表分に加えて、概ね月1回追加公表し、公表内容の補足を行った。

４．現場施工体制の適正化

　　公共工事の品質確保、更なる施工体制等の適正化及び法令遵守の徹底を図るため、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の規定に基づき、工事現場の施工体制及び下請けへの支払状況等の点検及び指導を実施した。

　　・現場点検延べ回数　　78件

５．品質マネジメントの強化・支援

　

（１）業務執行体制の強化

公共工事の品質確保を図るため、要領等について所要の改正を行うとともに、工事実施状況等の抜打検査を実施した。また、情報共有や課題検討を行うため室内横断的な会議を設置し運営するなど、業務執行体制の強化を図った。

　　＜要領等＞

　　 ・公共建築室建設工事抜打ち検査要領

　　　　＜抜打ち検査の実施＞

　　　　 ・建設工事抜打ち検査実施件数　31件

　　　　 

６．内部研修等の実施

公共建築室職員の技術力向上に資するため、内部研修及び各種取組を企画し、実施した。
【研修実施状況】

・公共建築室内業務研修(新入・転入職員を対象に4月に実施)

・技術力向上基礎研修会（主に若手を対象に5月～6月に7回実施）

・基礎知識等に関する全体研修(7月～12月に9回実施)

・現場研修会（6月～2月に16回実施）

　　　　  ・各課座学研修（各課で研修を開催。4月～2月に33回実施）

７．会議

（１）大阪府市町村営繕主務者会議

大阪府市町村営繕主務者会議の事務局として、府内市町村の営繕主務者と技術交流、　　

　　 　情報交換等を行い、府内の営繕行政の向上、推進を図るとともに市町村との連携強化に努めた。

（２）近畿ブロック営繕主務者会議

近畿ブロック営繕主務者会議の常任幹事として、近畿地方整備局とともに、府県レベルでの営繕行政に関する種々の問題を検討・討議し、国及び他府県との連携強化・研鑚に努めた。

　　　　
(3)　計画グループ
１．府有施設整備（新築及び改築）の整備
（１）府有施設の整備について適正かつ良好な企画・計画を推進するため、関係各課からの依頼に基づき、企画・構想段階から技術面の指導・助言を行うとともに、関連資料の収集・整理を行った。
（２）府有施設の整備の企画・計画及び各種施策の検討のための委員会等に参画し、技術的な協力を行った。
　（３）大阪府曾根崎警察署建替え事業に係る発注者支援業務における要求水準等の検討を行った。大阪府夢洲警察署（仮称）新築工事における施設整備条件等の検討を行う、基本計画策定業務を実施した。また、大阪府夢洲警察署（仮称）新築工事基本設計業務について公募型プロポーザル方式の手続きを行い、事業者を選定した。
２．営繕工事標準予算単価表の作成及び営繕工事（新築･撤去）の概算業務
（１）営繕工事費概算単価（新築･改築編）について、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び府の発注実績を参考にして、調査・分析を行うとともに、室内各課の協力のもとに府独自の建設物価の上昇率を算定し、「営繕工事標準予算単価表（新築･改築編）」を作成した。
（２）関係各課の工事費等概算依頼に基づき、大阪府夢洲警察署（仮称）新築工事をはじめ、計20件の工事費、設計費等の概算及び関連資料の収集・整理を行うとともに、技術的助言を行った。
３．環境にやさしい公共建築づくりの取り組み
　　「府有建築物の新築（建て替えを含む）におけるZEB化推進方針」（おおさかカーボンニュートラル推進本部会議 令和5年7月）に基づき、新築（建て替えを含む）する府有施設についてZEB基準での計画を行うと共に、太陽光パネルの設置や木材利用の推進を行った。

４．住民参加の公共建築づくり推進事業
　　公共建築の日、公共建築月間に公共建築物への府民の関心・理解を深め、公共建築物を身近に感じてもらう機会を作ることを目的とし、イベント等を行った。令和６年度のイベントは、「エシカルに見つめる公共建築」と題して、施設見学会および施設Web公開を実施した。
・実施１　　　：地球環境にやさしい公共建築Webギャラリー

・実施２　　　：施設見学会（福井県年縞博物館、市立吹田サッカースタジアム）
・実施３　　　：第33回「あすなろ夢建築」
大阪府公共建築設計コンクール入賞作品展示、Web公開
５．大阪府公共建築設計コンクール（あすなろ夢建築）
　　大阪府が建築する小規模な公共建築の基本アイデアを、高校生・専修学校生（建築関連学科）等から公募することにより、永く府民に愛され親しまれる公共建築づくりを進めるとともに、将来の建築技術者となる青少年の育成に寄与することを目的として、「人と人とをつなげる場」大阪府営羽倉崎住宅の集会所を課題として、設計コンクールを実施した。
	回数（年度）
	応募作品数
	テーマ（施設名称）

	第32回（R4）
	178点
	「花と緑のあふれる都会のオアシス」
（大阪府営住之江公園内に立地する休憩所）

	第33回（R5）
	178点
	「柔らかなまなざしで見守る休憩所」
（大阪府営山田池公園内に立地する休憩所）

	第34回（R6）
	186点
	「人と人とをつなげる場」
（大阪府営羽倉崎住宅の集会所）


(4)　耐震・保全グループ
○耐震関係（府有建築物耐震性能向上事業）
現行の耐震設計基準が施行された昭和56年６月以前において、建設した府有建築物の耐震性能の向上を図るため、大阪府は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成7年法律第123号）第5条第1項の規定に基づく耐震改修促進計画である「大阪府住宅・建築物耐震10ヵ年戦略プラン」を平成18年12月に策定し、民間建築物及び公共建築物の耐震化の目標や施策等を明らかにするとともに、府有建築物について、耐震化への取組みの基本的な考え方を示した。

この基本的な考えを踏まえ、府有建築物耐震化実施方針において、より具体的な目標や耐震化事業の進め方などを示し平成18年度から平成27年度までの10年間の計画期間において府有建築物の耐震化を進めてきたところである。平成28年1月に新たな計画となる「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」（大阪府耐震計画）を策定し、府有建築物については、引き続き、府民の生命・財産を守るこれまでの耐震化の取組を進めるとともに、経済活動等を守る観点からの庁舎等の耐震化にも積極的に取り組んでいくことを位置づけたことから、平成28年8月に今後の府有建築物の耐震化対策の方向性を取りまとめた「新・府有建築物耐震化実施方針」を策定した。

また、令和３年３月に「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」の改定にあわせて、これまでの耐震化の事業実績を踏まえ、「新・府有建築物耐震化実施方針」の中間見直しを行った。

これに基づき、以下の業務を行った。

1． 耐震診断等業務

特定天井を有する既存建築物について、「府有建築物耐震性能向上事業推進会議」に設置している特定天井部会の開催（令和６年６月及び令和７年１月）や個別ヒアリングを実施し、関係機関等と協議調整を進め、早期事業化に向け取組を行った。
（１）「災害時に重要な機能を果たす府有建築物」に係る業務

実施済み

（２）「その他の一般建築物」に係る業務

以下の建築物について、関係機関等と協議調整を進め、早期事業化に向け取組みを行った。

・用途廃止することが予定されている建築物
７棟（うち、未診断４棟）
（３）新たな耐震化の取組にかかる業務

・特定天井の耐震化
特定天井を有する既存建築物について、「府有建築物耐震性能向上事業推進会議」に設置している特定天井部会の開催（令和６年６月及び令和７年１月）や個別ヒアリングを実施し、関係機関等と協議調整を進め、早期事業化に向け取組を行った。
２．工事費等概算依頼に係る業務

関係各課の工事費等概算依頼に基づき、新たな耐震化の取組みにかかる概算及び関連資料の収集･整理を行うとともに、技術的助言を行った｡

（１）業務継続上必要な建築物等の耐震化

・大阪府南河内府民センタービル車庫土木倉庫棟耐震改修工事実施設計業務
１件

（２）２次構造部材の耐震化

・大阪府立男女共同参画・青少年センター(ﾄﾞｰﾝｾﾝﾀｰ)特定天井改修工事基本設計業務
１件

・大阪府港湾教育訓練センター実習棟特定天井改修工事実施設計業務
１件

・大阪府立北大阪高等職業技術専門校旧金属加工科実習場特定天井改修工事実施設計業務
１件

・大阪府立体育会館客席特定天井改修工事実施設計業務
１件

・大阪府立労働センター特定天井改修工事
１件

・大阪府立狭山池博物館特定天井改修工事
１件

・大阪府立近つ飛鳥博物館特定天井改修工事
１件

・大阪府立弥生文化博物館特定天井改修工事
１件
・大阪府立門真スポーツセンター特定天井改修工事
１件

・大阪府新別館南館特定天井改修工事
１件

・災害拠点病院支援施設特定天井改修工事
１件
３．府有建築物耐震性能向上事業推進会議（平成８年８月30日設置）の運営等

耐震診断等の結果を踏まえた改修の進め方や、「新・府有建築物耐震化実施方針」の策定にかかる関係各課による協議、調整、合意形成の場としての「府有建築物耐震性能向上事業推進会議」を運営し、令和６年度は２回（令和６年６月、令和７年１月）開催した。

また、府有建築物の耐震化について計画的かつ効率的に取り組むために作成した「府有建築物耐震化事業計画」の修正を行った。

さらに、府有建築物耐震性能向上事業推進会議に府有施設の特定天井の耐震化を促進することを目的に特定天井対策部会を設置し、その事務局として令和６年６月及び令和７年１月に部会を開催した。
４．府有建築物の耐震化情報のマップ化

府有建築物の耐震化情報の公表について、府民によりわかりやすくお知らせすることを目的に、府ホームページで公開している耐震化サイトの保守業務を委託した。

○保全関係

１．府有施設の保全工事（建築物等の性能や機能を良好な状態に保つ工事）に関し、関係各課と調整を図りながら、次の業務を行った。

（１）工事費等の概算等

営繕工事標準予算単価表(改修工事編)を作成するとともに、関係各課の工事費等の概算依頼に基づき、改修工事の概算(112件)及び技術的助言(18件)を行った。

（２）施設の保全に関する相談や調査等

関係各課からの施設の保全に関する調査依頼に基づき現地調査等を行い、施設の維持管理上の指導・助言を行った。

２．定期点検業務の実施

　　保全対象施設の適正な保全に資するため、各施設所管課からの建築基準法に基づく定期点検業務の依頼に基づき、定期点検業務を実施した。　　

       令和４年度：大阪府教育センター外　　　　　　　　　　　25施設・41棟
　　　 令和５年度：大阪府教育センター外　　　　　　　　　　　23施設・38棟
　　　 令和６年度：大阪府教育センター外　　　　　　　　　　　22施設・44棟

　　　※保全対象施設：府民センタービルや保健所など公共建築室が補修を担当する施　　　
　　　設

３．保全業務委託（補修工事）の実施

保全対象施設における緊急補修工事について、支援業務（補修内容の確認、図面作成、工事立会、完成検査補助）の委託（1件）、関係各課との調整（補修内容、工事発注（随意契約）（122件））や技術指導などを行った。

【令和６年度：大阪府東大阪子ども家庭センターシーリング補修工事　他】

　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　 令和４年度　　 　　　 158,060,309円　　　　 150件
令和５年度　　 　　　 161,292,325円　　　　 138件
令和６年度　　 　　　 157,409,074円　　　　 123件

４．府有施設のアスベスト対策

府有建築物保全推進会議に府有施設のアスベストに関する技術的な課題を検討するアスベスト対策運用部会を設置しており、その事務局として令和６年６月及び令和７年１月に部会を開催した。

５．保全資料の整備等

（１）保全対象施設の適切な管理を目的として、保全対象施設一覧表について、建て替えに伴う登録変更や施設廃止に伴う登録削除等の更新を行った。

（２）保全対象施設について、施設の現状を把握するため、年間の光熱水費や修繕費等の実態調査を行った。

６．府有建築物の長寿命化に向けた取組み

　　府有建築物の適正な保全、効率的な維持管理を進め、長寿命化等を図るマネジメントに向けた以下の取組みを行った。

（１）府有建築物保全推進会議
府有建築物の適正な保全管理を推進するため「府有建築物保全推進会議」（平成23年６月設置）において「府有建築物の保全の取組み」や「府有建築物補修事業の方針」等を議題として開催した。（第1回、第2回（令和６年６月、令和7年１月））

（２）保全対象施設補修履歴の共有

保全対象施設（令和６年度194施設）に係る施設リスト、補修工事台帳（令和６年3月末時点）を庁内Webに掲載し、補修情報の共有化を図った。

（３）保全メールマガジン

保全メールマガジンを毎月１回（計12回）発行し、時宜による保全・修繕に要する情報提供や意識啓発を図った。
一般建築課

(5)　設計工事第一グループ
関係各課と調整を図りながら、営繕工事の設計業務、工事発注業務、工事監理業務及びに工事費の積算業務を次のとおり行った。

１．実施計画と調整

事業を円滑に執行するため、営繕工事工程計画表を作成し、関係各課との連絡調整に努めた。

２．設計・積算
（１）各種設計基準の作成と材料・工法の検討を行った。

（２）設計業務に先立ち敷地・建物等諸条件を調査し、技術的検討及び技術的提言を行った。

（３）実施設計等の業務13件（案件数13件）を委託し、設計図書作成の指導、調整及び審査を行った。
	年度　

項目
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	実施設計等（委託）
	10件
	10件
	13件


（４）労務・資材等の単価及び歩掛りを設定し、設計図書に基づき工事費を積算した。

3． 地質調査
	　年度　

項目
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	地質調査
	１件
	４件
	２件


　　

４．建築工事積算資料の作成

労務・主要資材単価を調査し、国土交通省建築工事積算基準に基づき建築工事積算資料（府単価）を作成した。

５．工事予算執行調整

関係各課との連絡を密にし、工事発注状況の把握と工事予算の執行調整を行った。

６．各種申請等

計画通知、工事完了届をはじめ各種申請業務を行ったほか、関係各課の要請により地元説明会等の業務を行った。 

７．工事発注

工事発注11件（案件数11件）に伴う設計図書の作成及び工事発注業務を行った。

また、工事の入札・契約について、契約局等と連携を取りながら円滑な事業の推進に努めた。
　
	年度　

項目
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	工事発注
	10件
	８件
	11件


８．工事監理

民間（設計）監理事務所へ９件の工事監理を委託し、13件の契約工事について指導し、施工の適正を期したほか、監理委託要項書の作成及び監理業務委託料の算定を行った。 　

　　
	年度　

項目
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	工事監理（委託）
	８件
	11件
	９件


９．検査

工事完成に伴う12件の完成検査及び委託完了に伴う25件の完了検査並びに、部分払に伴う11件の出来高検査に関する業務を行った。

10．工事周辺建物等調査委託事務

　　工事の執行に伴い、工事周辺建物等の調査等の委託を行った。

	　　　年度　

項目
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	工事周辺建物等事前調査
	０件
	１件
	1件


11．工事完了に伴う引渡し

工事の完了に伴う物件の引渡しについては、関係各課に連絡のうえ適正に行った。

12．会議

近畿ブロック営繕主務者会議積算分科会

国土交通省・近畿地方整備局・7府県4政令市が、営繕積算に関する種々の問題について検討・討議し、交流・研鑚に努めた。
13．その他

営繕積算システム等開発利用協議会

営繕積算事業の実施に関して、積算システム及び営繕情報の活用システムの共同開発と共同利用に関する調査研究のため、国土交通省・地方整備局等・都道府県・政令市とともに営繕積算システム等開発利用協議会に参画した。

(6)　設計工事第二グループ

関係各課と調整を図りながら、営繕工事の設計業務、工事発注業務及び工事監理業務を次のとおり行った。

１．実施計画と調整

事業を円滑に執行するため、営繕工事工程計画表を作成し、関係各課との連絡調整に努めた。

２．設計
（１）各種設計基準の作成と材料・工法の検討を行った。

（２）設計業務に先立ち敷地・建物等諸条件を調査し、技術的検討及び技術的提言を行った。

（３）実施設計等の業務13件（案件数13件）を委託し、設計図書作成の指導、調整及び審査を行った。

　　
	年度　

項目
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	実施設計等（委託）
	14件
	９件
	13件


３．地質調査

　　　　　　
	年度　

項目
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	地質調査
	２件
	１件
	２件


４．工事予算執行調整

関係各課との連絡を密にし、工事発注状況の把握と工事予算の執行調整を行った。

５．各種申請等

計画通知、工事完了届をはじめ各種申請業務を行ったほか、関係各課の要請により地元説明会等の業務を行った。 

６．工事発注

工事発注11件（案件数11件）に伴う設計図書の作成及び工事発注業務を行った。

また、工事の入札・契約について、契約局等と連携を取りながら円滑な事業の推進に努めた。

　　　

	年度　

項目
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	工事発注
	11件
	10件
	11件


７．工事監理

民間（設計）監理事務所へ15件の工事監理を委託し、16件の契約工事について指導し施工の適正を期したほか、監理委託要項書の作成及び監理業務委託料の算定を行った。

 　
	年度　

　項目
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	工事監理（委託）
	16件
	14件
	15件


　

８．検査

工事完成に伴う８件の完成検査及び委託完了に伴う34件の完了検査、部分払に伴う17件の出来高検査に関する業務を行った。

９．工事周辺建物等調査委託事務

工事の執行に伴い、工事周辺建物等の調査を委託して行った。　　　　　

　　
	　　　年度　

項目
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	工事周辺建物等事前調査
	１件
	1件
	１件


10．工事完了に伴う引渡し

工事の完了に伴う物件の引渡しについては、関係各課と連絡のうえ適正に行った。

住宅建築課
(7)　設計工事第一グループ
関係各課と調整を図りながら、府営住宅再編・整備工事の設計業務、工事発注業務及び工事監理業務を次のとおり行った。

１．設計

（１）府営住宅再編・整備工事の実施設計及び撤去工事図面作成を委託し、指導、調整及び審査を行った。

	委託内容
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	実施設計（委託）
	８件
	８件
	９件

	撤去工事図面作成（委託）
	４件
	９件
	４件

	計
	12件
	17件
	13件


　

　(２)各種工法等の検討を行い、設計基準や工事発注仕様書等の見直しを行った。

２．地質調査

建物基礎の検討資料を得るため、地質調査を委託した。

地質調査の実施に際して、地元自治会に対して事前説明を行った。

	　　委託内容
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	地質調査
	０件
	１件
	３件


３．工事周辺建物等調査委託事務

工事の執行に伴い、工事周辺建物等の事前調査の委託を行った。

事前調査の実施に際して、対象家屋の所有者に対して事前説明を行った。

	委託内容
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	事前調査
	  ４件
	  ３件
	  ３件


４．委託料の積算

調査・設計業務の発注のため、委託料の積算を行った。
５．各種申請等

計画通知、工事完了届をはじめ各種申請業務を行ったほか、所管課の要請により地元説明会等の業務を行った。
６．工事発注

府営住宅再編・整備工事に伴う設計図書の作成及び工事発注業務を行った。

また、工事の入札・契約について、契約局等と連携を取りながら円滑な事業の推進に努めた。

	工事内訳
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	再編・整備工事
	22件
	20件
	11件


７．工事監理

民間（設計）監理事務所へ13件の工事監理を委託し、22件の契約工事について指導し、施工の適正を期したほか、監理委託要項書の作成及び監理業務委託料の算定を行った。

　　　

	工事監理業務内訳
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	工事監理（委託）
	17件
	17件
	13件


８．検査
工事完成に伴う17件の完成検査(指定部分含む)、委託完了に伴う36件の完了検査（指定部分含む）並びに、１件の中間検査及び部分払い伴う11件の出来高検査に関する業務を行った。
９．工事完了に伴う引渡し

工事の完了に伴う物件の引渡しについては、関係各課と調整のうえ適正に行った。
10．工事事業損失補償事務
工事の完成に伴い、工事周辺建物等の事後調査及び損失額算定基礎調査を委託して行い、発生した損失に対する対外補償折衝を重ね円滑な業務の推進に努めた。

	調　査　内　訳
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	事後調査
	３件
	０件
	１件

	損失額算定基礎調査
	２件
	０件
	１件


11．予算執行調整

関係各課との連絡を密に図り、予算の執行及び発注スケジュール等の調整を行った。

12．連絡調整

課の連絡調整窓口として関係課及び課内の連絡調整業務を行い、円滑な業務の推進に努めた。 
(8)　設計工事第二グループ
関係各課と調整を図りながら、府営住宅再編・整備工事の設計業務、工事発注業務、工事監理業務、及び工事費の積算業務を次のとおり行った。

１．設計

（１）府営住宅再編・整備工事の実施設計及び撤去工事図面作成を委託し、指導、調整及び審査を行った。

	委託内容
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	実施設計（委託）
	６件
	３件
	７件

	撤去工事図面作成（委託）
	３件
	３件
	３件

	計
	９件
	６件
	10件


　

　(２)各種工法等の検討を行い、設計基準や工事発注仕様書等の見直しを行った。

２．地質調査

建物基礎の検討資料を得るため、地質調査を委託した。

地質調査の実施に際して、地元自治会に対して事前説明を行った。

	　　委託内容
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	地質調査
	０件
	２件
	３件


３．工事周辺建物等調査委託事務

工事の執行に伴い、工事周辺建物等の事前調査の委託を行った。

事前調査の実施に際して、対象家屋の所有者に対して事前説明を行った。

	委託内容
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	事前調査
	  １件
	２件
	０件


４．委託料の積算

調査・設計業務の発注のため、委託料の積算を行った。
５．各種申請等

計画通知、工事完了届をはじめ各種申請業務を行ったほか、所管課の要請により地元説明会等の業務を行った。
６．工事発注

府営住宅再編・整備工事に伴う設計図書の作成及び工事発注業務を行った。

また、工事の入札・契約について、契約局等と連携を取りながら円滑な事業の推進に努めた。

	工事内訳
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	再編・整備工事
	17件
	18件
	６件


７．工事監理

民間（設計）監理事務所へ13件の工事監理を委託し、17件の契約工事について指導し、施工の適正を期したほか、監理委託要項書の作成及び監理業務委託料の算定を行った。

　　　

	工事監理業務内訳
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	工事監理（委託）
	14件
	17件
	13件


８．検査
工事完成に伴う８件の完成検査(指定部分含む)、委託完了に伴う21件の完了検査（指定部分含む）並びに、３件の中間検査及び部分払い伴う12件の出来高検査に関する業務を行った。
９．工事完了に伴う引渡し

工事の完了に伴う物件の引渡しについては、関係各課と調整のうえ適正に行った。
10．予算執行調整

関係各課との連絡を密に図り、予算の執行及び発注スケジュール等の調整を行った。

11．連絡調整

課の連絡調整窓口として関係課及び課内の連絡調整業務を行い、円滑な業務の推進に努めた。

12．工事費の積算

　　住宅建築課発注の府営住宅再編・整備工事、中層エレベーター棟増築工事について積算資料及び各設計図書に基づき工事費の積算業務を行った。

13．大阪府情報公開条例に基づき請求のあった行政文書の公開等を行った。
	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	情報公開
	13件
	６件
	４件


(9)　設計工事第三グループ
関係各課と調整を図りながら府営住宅の中層エレベーター棟増築工事の設計業務、工事発注業務及び工事監理業務を次のとおり行った。

１．設計

（１）府営住宅の中層エレベーター棟増築工事の実施設計を委託し、指導・調整及び審査を行った。

	委託内容
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	実施設計（委託）
	７件
	９件
	６件


（２）各種工法等の検討を行い、設計基準や工事発注仕様書等の見直しを行った。

２．地質調査

建物基礎の検討資料を得るため、地質調査を委託した。

地質調査の実施に際して、地元自治会に対して事前説明を行った。

	委託内容
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	地質調査
	４件
	３件
	４件


３．委託料の積算

調査・設計業務の発注のため、委託料の積算を行った。
４．各種申請等

計画通知、工事完了届をはじめ各種申請業務を行ったほか、所管課の要請により地元説明会等の業務を行った。
５．工事発注

府営住宅のエレベーター棟増築工事に伴う設計図書の作成及び工事発注業務を行った。

また、工事の入札・契約について、契約局等と連携を取りながら円滑な事業の推進に努めた。
	工事内訳
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	中層エレベーター棟増築工事
	10件
	８件
	５件


６．工事監理

民間（設計）監理事務所へ８件の工事監理を委託し、13件の契約工事について指導し、施工の適正を期したほか、監理委託要項書の作成及び監理業務委託料の算定を行った
。

　　　

	工事監理業務内訳
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	工事監理（委託）
	15件
	[image: image1.emf]０件  

11件
	[image: image2.emf]０件  

８件


７．検査

工事完成に伴う７件の完成検査（指定部分含む）、委託完了に伴う18件の完了検査（指定部分含む）並びに、16件の中間検査及び部分払いを伴う18件の出来高検査に関する業務を行った。

８．工事完了に伴う引渡し

工事の完了に伴う物件の引渡しについては、関係各課と調整のうえ適正に行った。

９．予算執行調整

関係各課との連絡を密に図り、予算の執行及び発注スケジュール等の調整を行った。

設備課
(10)　設備計画グループ

１．環境にやさしい公共建築づくりの推進
民間資金活用型ＥＳＣＯ（Energy Service Company）事業等を推進した。

（１）大阪府ＥＳＣＯ事業
平成13年度から延べ154施設（契約予定施設含む）で事業化し、良好な省エネルギー成果を上げている。（光熱水費削減額：累計123億円、平均省エネ率29.0％、CO2排出削減量：累計28.7万トン（令和５年度末実績））

令和６年度は、前年度に公募した高等職業技術専門校２校、青少年海洋センターの契約締結と省エネ改修を実施した。また、高等学校・支援学校の計34校で新たにＥＳＣＯ事業者の選定を行うと共に、西大阪治水事務所において、ＥＳＣＯ事業を活用して既存の府有施設で初の試みとなるＺＥＢ化改修に向けた提案を採択することができた。
既契約案件については、光熱水費削減効果の検証やＥＳＣＯ事業者、施設管理者間の調整・相談業務を行った。

（２）大阪府ＥＳＣＯ提案審査会

　　　①大阪府ＥＳＣＯ提案審査会は、大阪府附属機関条例（昭和二十七年大阪府条例第三九号）第二条の規定に基づき設置されているもので、ＥＳＣＯ事業の企画に関する提案についての審査に関する事務を行う。

　　　②令和６年度は本審査会の適切な運営に努め、提案審査会を３回、ＥＳＣＯ事業者選定部会を２回開催した。

（３）大阪府ＥＳＣＯ事業の普及啓発

　　　①府内市町村へのＥＳＣＯ事業普及促進のため、大阪府市町村ＥＳＣＯ会議を開催し、啓発を行った。

　　　②府内市町村や民間建築物へのＥＳＣＯ事業普及促進のため、各種説明会にて、ＥＳＣＯ事業について説明を行った。

（４）府有建築物の屋根貸しによる太陽光パネル設置促進事業

令和６年度は、これまでに事業化した12施設について、売電量の確認や屋根貸し事業者、施設管理者間の調整・相談業務を行った。

（５）会議

近畿ブロック営繕主務者会議設備分科会

近畿地方整備局と、７府県４政令指定都市が営繕業務に関する種々の問題について検討・討議し、交流・研鑽に努めた。

　

２．設備積算

設備積算業務を適正かつ効率的に執行するため、「設備工事積算資料」等を作成し、工事費の積算、営繕積算システムの整備等を次のとおり行った。

　

（１）「設備工事積算資料」の作成

機器資材、労務費等の単価を調査し､「積算基準」等に基づき、「電気設備工事積算資料」、「機械設備工事積算資料」を作成した。

（２）工事費の積算

設備工事積算資料、設計図書(数量)、「積算基準」等により、195件の設備工事の工事費を積算した。

　

（３）営繕積算システム(電算処理)等

①積算業務の合理化・効率化に伴い、営繕積算システム(ＲＩＢＣ２)等端末機の賃貸借契約を行った。

②営繕積算システムの整備を委託した。

　

（４）営繕積算システム等開発利用協議会

営繕積算事業の実施に関して、積算システム及び営繕情報の活用システムの共同開発と共同利用に関する調査研究のため、国土交通省・地方整備局・都道府県・政令指定都市等とともに営繕積算システム等開発利用協議会に参画した。

　

（５）会議
近畿ブロック営繕主務者会議積算分科会

国土交通省本省、近畿地方整備局、７府県４政令指定都市が営繕積算に関する種々の問題について検討・討議し、交流・研鑚に努めた。

　

（６）大阪府情報公開条例に基づき、請求のあった行政文書の公開等を行った。

　

	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	情報公開（積算内訳書）
	12件
	12件
	8件


３．設備指導

　　人員の集約化を目途に、日本万国博覧会記念公園事務所（万博記念公園）、福祉部障がい福祉室地域生活支援課（こんごう福祉センター）の２施設において、設備課職員の兼務を実施し、各兼務先において設計、工事発注及び工事監理業務等を行い、維持管理業務の円滑化を行った。

(12)　住宅設備グループ

関係各課と調整を図りながら、電気設備工事（電気、昇降機）及び機械設備工事（衛生、浴槽、ガス）の設計・工事発注及び工事監理業務等を行った。

１．設計

（1） 各種設計基準の作成と材料、工法の検討を行った。

（2） 関係官公署、エネルギー供給事業所、関係各課及び室内各課と協議調整の上、内部設計を行った。

（3） 設計委託要項書の作成及び設計業務委託料の算定を行い設計事務所に委託したほか、設計図書作成の指導・調整及び審査を行った。

（4） 建築込み委託（中層エレベーター棟増築工事、耐震改修工事、外構整備他工事）に伴う設計図書作成の指導・調整及び審査を行った。

	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	実施設計（内部設計）※
	　４件
	２件
	１件

	実施設計（委託）
	  ２件
	４件
	８件

	実施設計（建築込み委託）

    中層エレベーター棟増築工事
	  ７件
	９件
	６件

	実施設計（建築込み委託）

耐震改修工事、集会所、外構整備他工事
	  　８件
	７件
	５件


　　　　※　昇降機及び浴槽設備等の実施設計

２．工事予算執行調整

関係各課と連携し、工事発注状況の把握と工事予算の執行調整を行った。

３．各種申請等

計画通知書及び関係官公署に申請等の業務を行った外、関係各課の要請により、地元への説明会等の業務を行った。

４．工事発注

（１）関係各課と調整を行い、工事発注に伴う設計図書の作成及び工事発注業務を行った。
（２）建築込み工事（中層エレベーター棟増築工事、耐震改修工事、外構整備他工事）に伴う設計図書の作成及び工事発注業務を行った。

（３）工事の入札・契約について、契約局等と連携を取りながら円滑な事業の推進に努めた。

	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	工　事　発　注
	７件
	８件
	２件

	   工　事　発　注（建築込み）

   中層エレベーター棟増築工事
	 10件
	８件
	３件

	   工　事　発　注（建築込み）

    耐震改修工事、外構整備他工事
	５件
	９件
	２件


５．工事監理

（１）監理委託要項書の作成及び監理業務委託料の算定を行い設計事務所へ委託したほか、工事監理者に対して指導を行い、施工の適正を期した。
（２）建築込み委託（中層エレベーター棟増築工事、耐震改修工事、外構整備他工事）に伴う工事監理者に対する指導を行い、施工の適正を期した。

	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	工事監理（委託）
	 11件
	　６件
	　３件

	工事監理（建築込み委託）

中層エレベーター棟増築工事
	 15件
	　11件
	　７件

	工事監理（建築込み委託）

耐震改修工事・外構整備他工事
	 ８件
	　９件
	　４件


６．検査

　　工事完了に伴う33件の中間、出来高検査及び完了検査に関する業務を行った。
７．工事完了に伴う引渡し

工事完了に伴い関係各課に対し、書類引継ぎ及び現地での取扱い説明等の引渡し業務を行った。
(13)　一般設備グループ

　関係各課と調整を図りながら、電気設備工事（電気、昇降機）及び機械設備工事（給排水衛生、空気調和、ガス）の設計・工事発注及び監理業務等を行った。

１．設計

（1） 各種建築設備の技術的内容の精査や工法の検討を行った。

（2） 設計委託要項書の作成及び設計業務委託料を算定し、設計委託したほか、設計図書作成の指導・調整及び審査を行った。

	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	実施設計等（委託）
	12件
	14件
	20件


２．工事予算執行調整

　　関係各課と連携し、工事発注状況の把握と工事予算の執行調整を行った。

３．各種申請等

　　計画通知書及び関係官公署に申請等の業務を行ったほか、関係各課の要請により、施設への説明会等の業務を行った。

４．工事発注

　　関係各課と調整を行い、工事発注に伴う設計図書の作成及び工事発注業務を行った。

また、工事の入札・契約について、契約局等と連携を取りながら円滑な事業の推進に努めた。

	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	工　事　発　注
	28件
	28件
	31件


５．省エネ提案型総合評価入札の推進

府有建築物の省エネ性能の向上を図る取り組みとして、先進的な省エネ技術の活用と、ライフサイクルコストの縮減を提案する「省エネ提案型総合評価入札」を実施している。（※上記４.工事発注に含まれる。但し、令和６年度は適用なし、）
＜省エネ提案型総合評価入札制度の概要＞

　　・標準設計の仕様をベースとし、より高性能な省エネ機器の導入とライフサイクルコストの縮減提案を求め、これによる技術点と入札価格との総合評価により落札者を決定

・ライフサイクルコストの縮減額をイニシャルコストと等価評価し、価格の競争性・経済性を確保

・技術評価のインセンティブにより、民間技術力の向上、新技術の開発を促進

６．工事監理

　　設計事務所へ工事監理を委託し、工事監理者に対して指導を行い、施工の適正を期したほか、監理委託要項書の作成及び監理業務委託料の算定を行った。

	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	工事監理（委託）
	20件
	16件
	17件


７．設計意図伝達

　　施工段階で必要な設計上の考え方等を工事監理者及び請負者等に正確に伝えるための業務を委託して行っている。

	
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	意図伝達業務（委　　託）
	３件
	３件
	２件


８．検　査

　　工事完了に伴う35件の中間、出来高検査及び完了検査に関する業務を行った。
９．工事完了に伴う引渡し

　　工事完了に伴い関係各課に対し、書類引継ぎ及び現地での取扱い説明会等の業務を行った。
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